
共謀罪法案を廃案に！

戦争法の廃止を求める学者の会・大分　2017年６月13 日

安倍政権が木目 会で強行成立を狙っている「共謀罪」法案は、テロ対策を表向きの理由にして、些細

なことにかこつけて巾民を監視・逮捕・処罰することを可能とするものであり、憲 法で保障 された思想･

信条、内心の|’］111などのJ,U木的人権を脅かす憲法違反の法案です。 内心を罰する点で。近代刑 法の原貝I」

にも反します。政府は国会審議で、まともな回答や説|剔ができない まま、ごまかしの一一手で強行採決を

狙っています。この法案は廃案とするしかないことを皆様に訴えます。

この法案は、2003 11’から07 年にかけて三度廃案となった共諜罪法案に微々たる修正を加えて、［テ

ロ等準備罪］と呼び方を変えただけのものです。この法案にはテロの定義すら規定されておらず、テロ

対策を「|的に作成されたものではありませんＯこれまでは既遂や未遂の段附で初めて処罰される約300

もの犯罪について、介意と準備の段階から処罰することが可能となり、それが「テロ」と結びついてい

るかどうかは問題とされません。違法なキノコ採りを合意・準備すれば、「テロ等準伽罪」として処罰す

る、キノコ採りはテロの資金源になるかもしれないからという政府答介が、この法案の不合理さを馴瞭

に示しています。一般市民の処罰が可能な多くの罪を新たに作り出していることに重大な問題がありま

す。

政府は、「糾織的 犯罪集はI」を適用対象にするので一般市民は関係ない と説|り］していますが、何が| 組

縦的犯罪集団」かは］ 曳査当局が判断します。政府は国会答弁で、「性質が　一変した 」と捜査当局が判断

した場合は。「組織的犯罪集団と見なす」としています。例えば。市民団 体や 労働団体の抗議行動が威力

業務妨害に当たると判断されれ･ば、そのIJI体の木来の「性質が一変 」したとされて［組織的犯罪集団］

とみなされることになります。 また「準備行為」も歯止めにはなりません。 ＡＴＭ からの金銭の引き出

しのような|」常的な行為でも捜査当局が何かの犯罪の「準備行為」とみなせば。「準備行為をおこなった」

とされてしまうのです。 一般の､li民が対象にならないCIUliとはどこにもありませ ん。

それどころかバ 準備行為」が「計|岫 に基づくものかどうかを判断するために、捜査当局は常に一般

rli民や団体を監毘することになりますから、憲法で保障された思想･信条、内心の自山が脅かされ、まさ

に「監現社会」を招くごとになります。国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナ

タッチ氏は5 Jj 18 11 に安倍首相にμ簡jを送り、法案が基本的人権を侵す危険性を指摘しています。

かつて、治安維持法が制定される際に、一般人は対象にしないとしながらう111j定後には次第に対象が

拡人され、ついには･ 般人の思想・言諭の自山が全て奪われてしまった苫い歴史があったことを私たち

は思い起こさなければなりません。

「具謀罪」は。国民の監擬を強化するための「平成版･治安維持法」とも言うべきものであり、安倍政権

による「戦争する国」づくりの‥･環です。戦争法・国民保護法などの法整備が外に向かっての「戦争国

家」化とすれば、秘密は護法・盗聴法などに続いて共謀罪を新設することは、内に向かっての「監視社

会」化というべきものです。

私たちは、憲法で保障された思恕・表現 一良心の白「|’|を侵害し、この国を監 戻・密告社会へと導き、

路 「戦争する旧」づくりに突き進む ¶共謀排」法案の廃案を強く求めます。
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